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税  目 課 税 標 準 額 等 税 率 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

普 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

軽 

自 

動 

車 

税 

 (ﾊ) 四輪以上のもの 
乗 用 営業用 年額 6,900円 

自家用 年額10,800円 
貨物用 営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 
 
３ 二輪の小型自動車 年額 6,000円 

 
制限税率       標準税率の1.5倍 
 
 

た
ば
こ
税 

市 

町 

村 

小売販売業者等に対する売渡し等に係る製
造たばこの本数 
 

一定税率 

紙巻たばこ等 

1,000本につき  6,552円 

鉱 

産 

税 

鉱物の価格 
 

標準税率 100分の１ 
（鉱物の掘採の作業場において１月間に掘
採された鉱物の価格が２百万円以下である
場合は100分の0.7） 

制限税率 100分の1.2 
（鉱物の掘採の作業場において１月間に掘
採された鉱物の価格が２百万円以下である
場合は100分の0.9）  

保 

有 

税 

特
別
土
地 

※ 平成15年度以降当分の間課税停止 ※ 平成15年度以降当分の間課税停止 

目 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

税 

入
湯
税 

入湯日数 標準とする税率 １人１日につき150円 

事
業
所
税 

１ 資産割 
事業所床面積 

２ 従業者割 
従業者給与総額 

 
一定税率 １平方メートルにつき 600円 
 
一定税率 100分の0.25 
 

計
画
税 

都 
 

市 

土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準
となるべき価格 
 
 
 
 
 
 

制限税率          100分の0.3 

地
益
税 

水 
 

利 

土地又は家屋の価格又は面積 受益の限度を超えない範囲内において条例で
定める。 

施
設
税 

共 

同 

条例で定める。 受益の限度を超えない範囲内において条例で
定める。 

開
発
税 

宅 

地 

宅地の面積 条例で定める。 

 









 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

 



 

















 


































































